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新
潟
県
勤
労
者
美
術
展

に
ご
応
募
を

搬
入
…
十
一
月
六
日
午
後
一
時
～
五

時
。会

期
…
十
一
月
十
八
日
～
二
十
一
日

会
場
…
新
潟
県
美
術
博
物
館
（
県
民

会
館
三
階
）

種
目
…
日
本
画
、
洋
画
、
彫
塑
、
工

芸
、
書
道
、
写
真
。

応
募
方
法
…
所
定
の
申
込
書
に
よ
り
、

十
月
一
日
か
ら
十
一
月
六
日
ま
で
の

間
に
、
最
寄
り
の
労
政
事
務
所
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
く
わ
し
い
こ
と
は
、
上
越

・
長
岡
労
政
事
務
所
か
長
岡
労
政
小

出
支
所
、
同
柏
崎
支
所
、
新
潟
労
政

新
発
田
支
所
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

海
上
保
安
大
学
校
学
生

募
集

　
受
付
期
間
　
九
月
二
十
八
日
か
ら

十
月
十
八
日
ま
で
。

　
採
用
予
定
数
　
大
学
校
学
生
…
約

四
十
名
、
学
校
学
生
（
灯
台
）
…
約

三
十
名
、
航
海
・
機
関
・
通
信
・
主

計
…
約
百
名
◎

　
受
験
資
格
そ
の
他
く
わ
し
い
こ
と

は
人
事
院
か
海
上
保
安
庁
へ
お
た
ず

ね
く
だ
さ
い
◎

難
灘
灘
難
綴
藏
隷
灘

3
日
　
庭
野

10

日
　
中

（
体
育
の
日
）

11

日
　
大
島

17

日
24
日

釧
日

　
医
院
（
神
明
町
）

　
曾
2
の
2
7
1
1
番
…

　
曾
7
の
3
0
1
8
番
…

　
医
院
（
川
原
町
）

　
曾
2
の
2
9
5
7
番
…

条
病
院
（
北
原
）

十
日
町
病
院
（
高
雪
重
…

　
　
魯
7
の
5
5
6
6
番
…

至
誠
堂
医
院
（
西
浦
東
）

　
　
魯
2
の
3
2
7
6
番
…

池
田
医
院
（
本
町
西
一
）
…

　
　
曾
2
の
2
5
8
1
番
…

響
凌

事
業
名

期
　
日

受
付
時
間

会
場

対
象
者

参
集
区
域

備
　
　
考

育
　
　
児

日
目
　
　
　
火
火

ふ
盛
丁
　
　
　
　
　
二
2
口

10
月
1
3
日

　
（
水
）

午
後
1
時
半

　
～
2
時
半

十
日
町

公
民
館

50
年
1
2
月
1
日

51
年
2
月
2
9
日

ま
で
に
生
れ
た

者

十
日
町
、
新
座
、

大
井
田
、
川
治
、

六
箇
地
区

身
体
測
定
、
保
育
に

つ
い
て
の
相
談

4
ヵ
月
児

検
診
並
び
に

育
児
学
級

10
月
1
4
日

　
（
木
）

午
後
1
時
～

　
1
時
半

十
日
町

公
民
館

51

年
6
月

生
れ
の
者

全
　
　
域

身
体
測
定

内
科
検
診

育
児
学
級

3
歳
児

検
　
　
診

10

月
1
9
日

　
（
火
）

午
後
1
時
～

　
2
時
半

十
日
町

公
民
館

48

年
4
月

生
れ
の
者

全
　
　
域

3
歳
6
ヵ
月
児
を
対
象

個
人
通
知
が
な
く
と
も
該

当
月
の
方
は
お
い
で
く
だ

さ
い

献血車日程

10月27日

午前10時～午後3時

きと

十日町砂利合資会社ところ

明日といわず今献血しましょう

市のがん死亡状況

現在のところ、がんの原因
はわかっておりませんが、

つぎのような日常の注意を

いたしましょう。

①たばこや酒ののみすぎを

　やめること

②ひどく塩からいものや、

　熱すぎるものをとらない

　こと

③少なくとも年に1回は、健

　康診断を受けること

④あやしいと思ったときは、

　すぐに医師に相談してみ

　ること

がんはどの年代に

多いか

50～
　　　69歳

　　29人

47％　、

20～49歳，

／ぐ翫

70歳以上（

　26人

＼42％

がん死亡者（男33人・女29人）のがん発生場所

　　調査結果（昭和50年）

　
人

女
9

　
2

肺1人

乳1人

胃8人
欝

食道1人

肺5人

胃12人

＼瓢
　　その他のがん

　　　　14人

　
人

男
3

＼膵臓4人

その他のがん

　　　　11人

○
－

：
と
じ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
：

－
○

　
3

　
夢臓

　
　
6
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十
日
町
地
域
消
防
署
で
は
、
こ
と

し
も
十
一
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
秋

季
火
災
予
防
運
動
を
展
開
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
火
災
の
発
生
防
止
と
市
民

一
人
ひ
と
り
の
防
火
意
識
の
向
上
を

は
か
る
た
め
行
う
も
の
で
、
週
間
中

つ
ぎ
の
行
事
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
今
回
は
、
特
に
消
火
器
の
使

い
方
指
導
や
防
火
対
象
物
、
危
険
施

設
等
の
立
入
検
査
を
重
点
的
に
実
施

し
ま
す
。

　
■
防
火
広
報
と
防
火
宣
伝
。

　
■
火
の
用
心
懸
垂
幕
の
掲
揚
、
ポ

ス
タ
ー
、
立
看
板
掲
示
。

　
■
防
火
対
象
物
、
危
険
物
施
設
立

入
検
査
。
な
お
、
消
防
団
員
の
方
が

一
般
家
庭
の
火
の
元
検
査
に
伺
い
ま

す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
■
各
町
内
対
象
防
火
映
画
、
消
火

器
維
持
管
理
使
い
方
指
導
。
消
火
器

の
取
扱
い
指
導
は
町
内
単
位
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
は
、

十
日
町
地
域
消
防
本
部
予
防
係
曾
七

ー
一
五
五
五
番
へ
。

　
家
庭
で
も
、
職
場
で
も
火
の
元
点

検
に
心
が
け
、
恐
ろ
し
い
火
災
を
防

止
し
よ
う
。

火の用心習字入賞者を表彰
　予一日町市消防後援会（高木佐五郎会長）は、去る

10月19日、消防庁舎で火の用心習字入賞者の表彰
式を行いました。これは、同後援会が防火思想の
啓発のため、市内小中学校の児童生徒に火の用心

習字を募集し1こもので、133点の作品が集まり、42

点の金、銀、銅賞と佳作が選ばれました。

　金、銀賞受賞者はつぎのとおり。
金賞　富井美和、大熊由美子（以ヒ川治小）庭野和

明（十日町小）藤ノ木美枝子（十日町中）佐藤久子
（南中）

銀賞　梧沢俊明（川治小）山田秀樹（東小）福原真奈

美、矢口淳子（十日町小）樋口淳子（中条小）児玉清

美（吉田小）．と村寧子、庭野由記子（南中）田川昌代、

大熊貴子（十日町中）

日
ご
ろ
が
大
事

火
事
の
多
い
シ
ー
ズ
ン
で
す
。

消
火
器
の
取
扱
い
を
お
ぼ
え
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
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消
防
用
設
備
等
の
点
検
が
義
務

付
け
ら
れ
ま
し
た

　
消
防
法
の
一
部
改
正
で
建
物
の
所

有
者
ま
た
は
管
理
者
は
、
建
物
に
設

置
さ
れ
て
い
る
消
防
用
設
備
に
つ
い

て
定
期
的
に
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
点
検
の
内
容
は
、
作
動
、
外
観
、

機
能
、
総
合
点
検
の
四
つ
に
区
分
さ

れ
、
各
消
防
用
設
備
等
の
種
類
ご
と

に
行
わ
れ
ま
す
。

　
建
物
の
関
係
者
は
、
点
検
し
た
結

果
を
一
年
に
一
回
（
事
務
所
ビ
ル
、

工
場
等
は
三
年
に
一
回
）
消
防
長
ま

た
は
消
防
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

写
真
は
王
冠
ス
プ
ー
ン
レ
ー
ス

な
り
ま
せ
ん
。
く
わ
し
い
こ
と
は
、

十
日
町
地
域
消
防
署
曾
七
－
一
五
五

五
番
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
秀
作
が
ず
ら
り

　
　
恒
例
の
市
美
術
展
が
去
る
十
月
九

日
か
ら
三
日
間
、
市
公
民
館
特
設
会

場
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
市
公
民
館
の
各
階
に
は
、
日
本
画
、

洋
画
な
ど
六
部
門
、
二
百
七
十
三
点

　
の
応
募
作
品
が
陳
列
さ
れ
、
訪
れ
た

市
民
た
ち
は
芸
術
の
秋
を
楽
し
ん
で

　
い
ま
し
た
。

　
　
　
う
去
は
、
ン
援

レ
　
　
ろ
も
　
り
ス
一
　
声

ノ
会
か
し
か
ヨ
な

ス
大
甜
謎
。
離
郷
惣
。
輪

ッ
ツ
計
路
窪
菰

、
　
一
が
会
ま
、
ア
ス
し
ら

却
羅
繭
雑
顯

て
人
雄
螺
鮫
暁
妊
ヨ
樋
筋

霧
綴
騰
灘
謝

の
回
樋
枇
浦
蛎
貼
ヌ
胤
離
ほ

腰　
　
ー
ツ
ら
日
運
ツ
レ
ど
紅
て

　
　
－
一
め
1
3
、
ハ
り
な
、
れ

足
第
淋
㏄
朋
噸
鰍
わ
ヌ
就
魍

　
　
　
　
　
と
る
　
　
全
タ
レ
　
　
カ

〔
日
本
口
〕
市
展
賞
中
村
徳
一
郎
、

奨
励
賞
庭
野
政
義
（
本
町
七
ー
一
）

〔
洋
面
〕
市
展
賞
高
橋
幸
男
（
神
明

町
）
奨
励
賞
田
中
清
、
水
品
文
夫
、

片
桐
静
子
（
中
条
旭
町
）
　
〔
新
し
い

美
術
〕
村
山
正
彦
（
中
条
旭
町
）
野

村
重
義
（
千
歳
町
）
、
勤
労
青
少
年

ホ
ー
ム
花
道
部
〔
彫
塑
〕
市
展
賞
広

田
和
子
（
田
川
町
二
）
奨
励
賞
根
津

憲
一
（
田
州
町
三
）
渡
辺
正
範
、
上

村
久
子
（
袋
中
）
　
〔
書
道
〕
市
展
賞

小
出
和
栄
（
三
和
町
）
奨
励
賞
高
橋

六
男
（
寿
町
三
）
、
藤
ノ
木
水
狸
、
宮

静
子
（
丸
山
町
）
、
山
内
蓮
子
（
本

町
三
）
　
〔
写
真
〕
市
展
賞
中
島
啓
樹

奨
励
賞
庭
野
泰
明
（
本
町
東
一
丁
目
）

生
越
久
雄
（
下
条
二
丁
目
）
せ
き
ぐ

ち
か
ず
あ
き
。

石
坂
会
長
か
ら
賞
状
を
手
渡
さ
れ

る
金
沢
修
二
選
手
（
陸
上
）

優秀競技者を表彰
　市体育協会（石坂正隆会長）は、去る10月10日（体育
の日）午後6時から市民体育館で、第6回体育祭を開き

ました。これは、市内の体育関係者が一堂に集まり、地

域のスポーッ活動を積極的に展開しようと行ったもの
で、約400人のスポーッ関係者が参加し、情報の交換と

親睦を深めました一。
　席上、っぎの方々が優秀競技者として表彰されました。
（団体）都市対抗十日町代表チーム・エドヤ卓球チーム（卓

球）県青年大会女子バレーポール出場チーム（個人）山
下浩史、今井邦夫、福田広行、太田美奈子、新谷泰男
（以上卓球）杉原芳也（剣道）品川達平（スキー）金沢修二・

貝瀬秀行、越村正巳、内藤礼子、宮沢成子、茂野和子、

和田早苗（陸上）

市
民
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
大
会
に
ご
参
加
ぐ
だ
ぎ
い

嚢
n
u
⊥
蛙
り
暑
」

　
市
教
育
委
員
会
で
は
、
つ
ぎ
の
と

お
り
市
民
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
大

会
を
開
催
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
地
図
と

市
展
の
テ
ー
ブ
カ
ッ
ト
す
る

池
田
助
役
（
向
っ
て
右
側
）

会
場
の
市
公
民
館
で
は
、
力
作
が
ず
ら

り
並
び
、
市
民
の
眼
を
楽
し
ま
せ
た

磁
石
を
用
い
て
、

主
催
者
が
示
し
た

形
式
方
法
で
山
野

の
な
か
に
設
定
す

る
い
く
つ
か
の
ポ

ス
ト
（
地
点
）
を

発
見
通
過
し
、
で

き
る
だ
け
短
時
間

に
ゴ
ー
ル
す
る
ス

ポ
ー
ツ
で
す
。
参

加
資
格
を
間
い
ま

せ
ん
が
グ
ル
ー
プ

（
三
人
以
上
五
人
以
内
）
か
個
人
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
と
き
　
十
一
月
三
日
午
前
九
時
集

合
。

　
と
こ
ろ
　
武
道
練
習
場
（
市
民
体

育
館
う
ら
）
。

　
持
参
す
る
も
の
　
山
を
歩
け
る
服

装
で
雨
具
、
赤
ボ
ー
ル
ペ
ン
。

　
申
込
方
法
　
ハ
ガ
キ
に
責
任
者
及

び
会
員
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性

別
、
電
話
番
号
を
書
い
て
、
十
一
月

一
日
ま
で
に
市
教
育
委
員
会
内
（
千

歳
町
三
）
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
大

会
事
務
局
魯
七
⊥
三
一
一
番
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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国
民
年
金
が
生
れ
、
国
民
皆
年
金

時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
早
い
も
の
で

今
年
で
十
七
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　
わ
た
く
し
た
ち
日
本
人
の
寿
命
は

年
々
延
び
、
近
い
将
来
日
本
は
老
人

大
国
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が

今
、
国
民
年
金
に
は
、
日
本
の
全
人

口
の
を
、
お
よ
そ
二
千
六
百
万
人
も

の
大
勢
の
人
々
が
加
入
し
、
来
る
べ

き
老
後
に
備
え
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
現
在
、
お
年
寄
り
に
支
給

さ
れ
て
い
る
老
後
の
年
金
に
つ
い
て

み
ま
す
と
、
六
十
五
歳
以
上
の
総
人

口
八
百
八
十
三
万
人
の
う
ち
国
民
年

金
か
ら
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る

人
は
七
百
四
十
三
万
人
（
老
齢
く
通

算
V
年
金
二
百
八
十
二
万
人
、
老
齢

福
祉
年
金
四
百
六
十
一
万
人
）
に
の

ぼ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
国
民
年
金
は
、
国
民

四
人
に
一
人
が
加
入
し
そ
の
老
後
に

備
え
て
い
る
と
同
時
に
、
老
齢
者
の

艇
％
に
あ
た
る
人
々
に
年
金
を
支
給

し
て
老
後
の
生
活
を
支
え
て
い
る
文

字
ど
お
り
の
「
国
民
年
金
」
で
す
。

　
ま
た
、
国
民
年
金
は
、
こ
の
ほ
か

に
も
加
入
者
や
受
給
者
、
地
域
の
み

な
さ
ん
の
福
祉
増
進
を
は
か
る
た
め

生
活
資
金
や
住
宅
建
築
資
金
の
貸
付

け
、
あ
る
い
は
市
町
村
な
ど
に
対
し

て
保
育
所
、
老
人
ホ
ー
ム
、
簡
易
水

道
な
ど
の
建
設
資
金
の
融
資
も
行
っ

て
い
ま
す
。
十
日
町
市
で
も
こ
の
年

金
積
立
金
の
融
資
を
う
け
て
市
民
会

館
、
プ
ー
ル
、
野
球
場
等
多
く
の
施

設
が
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
国
民
年
金
は
、
た
だ

単
に
老
後
や
万
一
の
と
き
に
年
金
を

支
給
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
た
く

し
た
ち
の
日
常
生
活
に
深
く
か
か
わ

り
を
も
つ
身
近
な
制
度
で
す
。

　
こ
の
国
民
年
金
を
さ
ら
に
発
展
、

充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
、
わ
た
く
し

た
ち
一
人
一
人
の
自
覚
と
相
互
協

力
が
必
要
で
す
。
み
な
さ
ん
　
　
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年

被保険者数14，578人
（付加年金加入者数1，643人）

（51年3月車日現在

福祉

1年でも年金が一

璽醗鴻
邦，レ’静繰

響灘れ．ゼ

の
よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
ね
が
い
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
に
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

奥
様
も
任
意
加
入
で
き
ま
す
が
、
あ

な
た
は
加
入
し
て
い
ま
す
か
・

　
あ
な
た
は
、
ご
主
人
が
加
入
し
て

い
る
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
か
ら
の

人
伽
円

3，084

437，587

／拠出年金
（障害、母子、寡婦、

遺児》　／

〆215人　　十日町市に＼

7訊66へ365はいる年金額
　　円
　　　　889，319，226円

　　　　（202，536，920）ノ

雛名・榔△
＼　　378，067，333円

（　）の数字は50年度中に

おさめた保険料総額

保
障
も
あ
り
ま
す
が
、
国
民
年
金
に

加
入
し
ま
す
と
、
将
来
は
、
ご
夫
婦

そ
ろ
っ
て
老
齢
年
金
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
あ
な
た
が
病
気

や
け
が
な
ど
で
障
害
者
と
な
っ
た
と

き
は
、
障
害
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
ご
主
人
が
万
一
の
場
合
は
、
国
民

年
金
か
ら
母
子
年
金
が
支
給
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
が
未
加

入
な
ら
、
ぜ
ひ
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。

■
近
ご
ろ
の
よ
う
に
、
社
会
情
勢
が

目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
よ
う
な
時
代

に
は
一
生
の
間
、
同
じ
職
種
で
過
ご

す
こ
と
は
難
し
く
な
り
ま
し
た
。

　
仕
事
が
変
わ
れ
ば
加
入
す
る
年
金

制
度
も
違
っ
て
き
ま
す
。
そ
ん
な
場

合
に
受
け
ら
れ
る
の
が
通
算
老
齢
年

金
で
す
。

　
通
算
さ
れ
る
八
つ
の
制
度

　
我
が
国
に
は
現
在
八
種
類
の
公
的

年
金
制
度
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
制
度

に
加
入
し
た
期
問
を
合
算
し
て
一
定

の
加
入
期
間
が
あ
る
と
、
各
年
金
制

度
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
加
入
期
間
に
応

じ
た
通
算
老
齢
年
金
を
支
給
す
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。

　
通
算
さ
れ
る
加
入
期
間

　
通
算
さ
れ
る
加
入
期
間
は
、
原
則

と
し
て
一
つ
の
年
金
制
度
の
加
入
期

間
が
一
年
以
上
あ
り
、
か
つ
、
昭
和

三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
加
入
期

間
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
厚
生
年
金
と
船
員
保
険

の
加
入
期
間
は
、
同
日
以
後
い
ず
れ

か
の
年
金
制
度
に
加
入
す
れ
ば
、
同

日
前
の
加
入
期
間
も
通
算
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　
受
給
の
要
件

イ
、
国
民
年
金
と
他
の
公
的
年
金
制

　
度
の
通
算
対
象
期
間
を
合
算
し
て

　
二
十
五
年
（
国
民
年
金
を
含
ま
な

　
い
場
合
は
二
十
年
）
あ
る
こ
と
。

ロ
、
他
の
公
的
年
金
制
度
か
ら
老
齢

　
（
退
職
）
年
金
や
恩
給
な
ど
を
受

　
け
て
い
る
か
、
受
け
る
資
格
を
満

　
し
て
い
る
こ
と
。

　
こ
の
受
給
資
格
期
間
の
「
二
十
五

年
」
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
年
四
月

一
日
ま
で
に
生
れ
た
人
は
、
年
齢
に

応
じ
て
、
十
年
か
ら
二
十
四
年
ま
で

の
短
縮
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
支
給
開
始
年
齢
は
、
国
民

年
金
が
六
十
五
歳
（
六
十
歳
で
も
繰

上
げ
請
求
で
き
る
）
、
そ
の
他
の
公

的
年
金
制
度
が
六
十
歳
か
ら
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
な
お
、
不
明
の
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
市
役
所
市
民
課
国
民
年
金
係
（
曾

七
－
三
一
二
番
）
ま
で
お
た
づ
ね

く
だ
さ
い
◎
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消
防
用
設
備
等
の
点
検
が
義
務

付
け
ら
れ
ま
し
た

　
消
防
法
の
一
部
改
正
で
建
物
の
所

有
者
ま
た
は
管
理
者
は
、
建
物
に
設

置
さ
れ
て
い
る
消
防
用
設
備
に
つ
い

て
定
期
的
に
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
点
検
の
内
容
は
、
作
動
、
外
観
、

機
能
、
総
合
点
検
の
四
つ
に
区
分
さ

れ
、
各
消
防
用
設
備
等
の
種
類
ご
と

に
行
わ
れ
ま
す
。

　
建
物
の
関
係
者
は
、
点
検
し
た
結

果
を
一
年
に
一
回
（
事
務
所
ビ
ル
、

工
場
等
は
三
年
に
一
回
）
消
防
長
ま

た
は
消
防
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば

写
真
は
王
冠
ス
プ
ー
ン
レ
ー
ス

な
り
ま
せ
ん
。
く
わ
し
い
こ
と
は
、

十
日
町
地
域
消
防
署
曾
七
－
一
五
五

五
番
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
秀
作
が
ず
ら
り

　
　
恒
例
の
市
美
術
展
が
去
る
十
月
九

日
か
ら
三
日
間
、
市
公
民
館
特
設
会

場
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
市
公
民
館
の
各
階
に
は
、
日
本
画
、

洋
画
な
ど
六
部
門
、
二
百
七
十
三
点

　
の
応
募
作
品
が
陳
列
さ
れ
、
訪
れ
た

市
民
た
ち
は
芸
術
の
秋
を
楽
し
ん
で

　
い
ま
し
た
。

　
　
　
う
去
は
、
ン
援

レ
　
　
ろ
も
　
り
ス
一
　
声

ノ
会
か
し
か
ヨ
な

ス
大
甜
謎
。
離
郷
惣
。
輪

ッ
ツ
計
路
窪
菰

、
　
一
が
会
ま
、
ア
ス
し
ら

却
羅
繭
雑
顯

て
人
雄
螺
鮫
暁
妊
ヨ
樋
筋

霧
綴
騰
灘
謝

の
回
樋
枇
浦
蛎
貼
ヌ
胤
離
ほ

腰　
　
ー
ツ
ら
日
運
ツ
レ
ど
紅
て

　
　
－
一
め
1
3
、
ハ
り
な
、
れ

足
第
淋
㏄
朋
噸
鰍
わ
ヌ
就
魍

　
　
　
　
　
と
る
　
　
全
タ
レ
　
　
カ

〔
日
本
口
〕
市
展
賞
中
村
徳
一
郎
、

奨
励
賞
庭
野
政
義
（
本
町
七
ー
一
）

〔
洋
面
〕
市
展
賞
高
橋
幸
男
（
神
明

町
）
奨
励
賞
田
中
清
、
水
品
文
夫
、

片
桐
静
子
（
中
条
旭
町
）
　
〔
新
し
い

美
術
〕
村
山
正
彦
（
中
条
旭
町
）
野

村
重
義
（
千
歳
町
）
、
勤
労
青
少
年

ホ
ー
ム
花
道
部
〔
彫
塑
〕
市
展
賞
広

田
和
子
（
田
川
町
二
）
奨
励
賞
根
津

憲
一
（
田
州
町
三
）
渡
辺
正
範
、
上

村
久
子
（
袋
中
）
　
〔
書
道
〕
市
展
賞

小
出
和
栄
（
三
和
町
）
奨
励
賞
高
橋

六
男
（
寿
町
三
）
、
藤
ノ
木
水
狸
、
宮

静
子
（
丸
山
町
）
、
山
内
蓮
子
（
本

町
三
）
　
〔
写
真
〕
市
展
賞
中
島
啓
樹

奨
励
賞
庭
野
泰
明
（
本
町
東
一
丁
目
）

生
越
久
雄
（
下
条
二
丁
目
）
せ
き
ぐ

ち
か
ず
あ
き
。

石
坂
会
長
か
ら
賞
状
を
手
渡
さ
れ

る
金
沢
修
二
選
手
（
陸
上
）

優秀競技者を表彰
　市体育協会（石坂正隆会長）は、去る10月10日（体育
の日）午後6時から市民体育館で、第6回体育祭を開き

ました。これは、市内の体育関係者が一堂に集まり、地

域のスポーッ活動を積極的に展開しようと行ったもの
で、約400人のスポーッ関係者が参加し、情報の交換と

親睦を深めました一。
　席上、っぎの方々が優秀競技者として表彰されました。
（団体）都市対抗十日町代表チーム・エドヤ卓球チーム（卓

球）県青年大会女子バレーポール出場チーム（個人）山
下浩史、今井邦夫、福田広行、太田美奈子、新谷泰男
（以上卓球）杉原芳也（剣道）品川達平（スキー）金沢修二・

貝瀬秀行、越村正巳、内藤礼子、宮沢成子、茂野和子、

和田早苗（陸上）

市
民
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
大
会
に
ご
参
加
ぐ
だ
ぎ
い

嚢
n
u
⊥
蛙
り
暑
」

　
市
教
育
委
員
会
で
は
、
つ
ぎ
の
と

お
り
市
民
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
大

会
を
開
催
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
地
図
と

市
展
の
テ
ー
ブ
カ
ッ
ト
す
る

池
田
助
役
（
向
っ
て
右
側
）

会
場
の
市
公
民
館
で
は
、
力
作
が
ず
ら

り
並
び
、
市
民
の
眼
を
楽
し
ま
せ
た

磁
石
を
用
い
て
、

主
催
者
が
示
し
た

形
式
方
法
で
山
野

の
な
か
に
設
定
す

る
い
く
つ
か
の
ポ

ス
ト
（
地
点
）
を

発
見
通
過
し
、
で

き
る
だ
け
短
時
間

に
ゴ
ー
ル
す
る
ス

ポ
ー
ツ
で
す
。
参

加
資
格
を
間
い
ま

せ
ん
が
グ
ル
ー
プ

（
三
人
以
上
五
人
以
内
）
か
個
人
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
と
き
　
十
一
月
三
日
午
前
九
時
集

合
。

　
と
こ
ろ
　
武
道
練
習
場
（
市
民
体

育
館
う
ら
）
。

　
持
参
す
る
も
の
　
山
を
歩
け
る
服

装
で
雨
具
、
赤
ボ
ー
ル
ペ
ン
。

　
申
込
方
法
　
ハ
ガ
キ
に
責
任
者
及

び
会
員
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性

別
、
電
話
番
号
を
書
い
て
、
十
一
月

一
日
ま
で
に
市
教
育
委
員
会
内
（
千

歳
町
三
）
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
大

会
事
務
局
魯
七
⊥
三
一
一
番
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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国
民
年
金
が
生
れ
、
国
民
皆
年
金

時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
早
い
も
の
で

今
年
で
十
七
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　
わ
た
く
し
た
ち
日
本
人
の
寿
命
は

年
々
延
び
、
近
い
将
来
日
本
は
老
人

大
国
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が

今
、
国
民
年
金
に
は
、
日
本
の
全
人

口
の
を
、
お
よ
そ
二
千
六
百
万
人
も

の
大
勢
の
人
々
が
加
入
し
、
来
る
べ

き
老
後
に
備
え
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
現
在
、
お
年
寄
り
に
支
給

さ
れ
て
い
る
老
後
の
年
金
に
つ
い
て

み
ま
す
と
、
六
十
五
歳
以
上
の
総
人

口
八
百
八
十
三
万
人
の
う
ち
国
民
年

金
か
ら
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る

人
は
七
百
四
十
三
万
人
（
老
齢
く
通

算
V
年
金
二
百
八
十
二
万
人
、
老
齢

福
祉
年
金
四
百
六
十
一
万
人
）
に
の

ぼ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
国
民
年
金
は
、
国
民

四
人
に
一
人
が
加
入
し
そ
の
老
後
に

備
え
て
い
る
と
同
時
に
、
老
齢
者
の

艇
％
に
あ
た
る
人
々
に
年
金
を
支
給

し
て
老
後
の
生
活
を
支
え
て
い
る
文

字
ど
お
り
の
「
国
民
年
金
」
で
す
。

　
ま
た
、
国
民
年
金
は
、
こ
の
ほ
か

に
も
加
入
者
や
受
給
者
、
地
域
の
み

な
さ
ん
の
福
祉
増
進
を
は
か
る
た
め

生
活
資
金
や
住
宅
建
築
資
金
の
貸
付

け
、
あ
る
い
は
市
町
村
な
ど
に
対
し

て
保
育
所
、
老
人
ホ
ー
ム
、
簡
易
水

道
な
ど
の
建
設
資
金
の
融
資
も
行
っ

て
い
ま
す
。
十
日
町
市
で
も
こ
の
年

金
積
立
金
の
融
資
を
う
け
て
市
民
会

館
、
プ
ー
ル
、
野
球
場
等
多
く
の
施

設
が
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
国
民
年
金
は
、
た
だ

単
に
老
後
や
万
一
の
と
き
に
年
金
を

支
給
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
た
く

し
た
ち
の
日
常
生
活
に
深
く
か
か
わ

り
を
も
つ
身
近
な
制
度
で
す
。

　
こ
の
国
民
年
金
を
さ
ら
に
発
展
、

充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
、
わ
た
く
し

た
ち
一
人
一
人
の
自
覚
と
相
互
協

力
が
必
要
で
す
。
み
な
さ
ん
　
　
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年

被保険者数14，578人
（付加年金加入者数1，643人）

（51年3月車日現在

福祉

1年でも年金が一

璽醗鴻
邦，レ’静繰

響灘れ．ゼ

の
よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
ね
が
い
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
に
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の

奥
様
も
任
意
加
入
で
き
ま
す
が
、
あ

な
た
は
加
入
し
て
い
ま
す
か
・

　
あ
な
た
は
、
ご
主
人
が
加
入
し
て

い
る
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
か
ら
の

人
伽
円

3，084

437，587

／拠出年金
（障害、母子、寡婦、

遺児》　／

〆215人　　十日町市に＼

7訊66へ365はいる年金額
　　円
　　　　889，319，226円

　　　　（202，536，920）ノ

雛名・榔△
＼　　378，067，333円

（　）の数字は50年度中に

おさめた保険料総額

保
障
も
あ
り
ま
す
が
、
国
民
年
金
に

加
入
し
ま
す
と
、
将
来
は
、
ご
夫
婦

そ
ろ
っ
て
老
齢
年
金
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
あ
な
た
が
病
気

や
け
が
な
ど
で
障
害
者
と
な
っ
た
と

き
は
、
障
害
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
ご
主
人
が
万
一
の
場
合
は
、
国
民

年
金
か
ら
母
子
年
金
が
支
給
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
が
未
加

入
な
ら
、
ぜ
ひ
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。

■
近
ご
ろ
の
よ
う
に
、
社
会
情
勢
が

目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
よ
う
な
時
代

に
は
一
生
の
間
、
同
じ
職
種
で
過
ご

す
こ
と
は
難
し
く
な
り
ま
し
た
。

　
仕
事
が
変
わ
れ
ば
加
入
す
る
年
金

制
度
も
違
っ
て
き
ま
す
。
そ
ん
な
場

合
に
受
け
ら
れ
る
の
が
通
算
老
齢
年

金
で
す
。

　
通
算
さ
れ
る
八
つ
の
制
度

　
我
が
国
に
は
現
在
八
種
類
の
公
的

年
金
制
度
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
制
度

に
加
入
し
た
期
問
を
合
算
し
て
一
定

の
加
入
期
間
が
あ
る
と
、
各
年
金
制

度
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
加
入
期
間
に
応

じ
た
通
算
老
齢
年
金
を
支
給
す
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。

　
通
算
さ
れ
る
加
入
期
間

　
通
算
さ
れ
る
加
入
期
間
は
、
原
則

と
し
て
一
つ
の
年
金
制
度
の
加
入
期

間
が
一
年
以
上
あ
り
、
か
つ
、
昭
和

三
十
六
年
四
月
一
日
以
後
の
加
入
期

間
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
厚
生
年
金
と
船
員
保
険

の
加
入
期
間
は
、
同
日
以
後
い
ず
れ

か
の
年
金
制
度
に
加
入
す
れ
ば
、
同

日
前
の
加
入
期
間
も
通
算
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　
受
給
の
要
件

イ
、
国
民
年
金
と
他
の
公
的
年
金
制

　
度
の
通
算
対
象
期
間
を
合
算
し
て

　
二
十
五
年
（
国
民
年
金
を
含
ま
な

　
い
場
合
は
二
十
年
）
あ
る
こ
と
。

ロ
、
他
の
公
的
年
金
制
度
か
ら
老
齢

　
（
退
職
）
年
金
や
恩
給
な
ど
を
受

　
け
て
い
る
か
、
受
け
る
資
格
を
満

　
し
て
い
る
こ
と
。

　
こ
の
受
給
資
格
期
間
の
「
二
十
五

年
」
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
年
四
月

一
日
ま
で
に
生
れ
た
人
は
、
年
齢
に

応
じ
て
、
十
年
か
ら
二
十
四
年
ま
で

の
短
縮
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
支
給
開
始
年
齢
は
、
国
民

年
金
が
六
十
五
歳
（
六
十
歳
で
も
繰

上
げ
請
求
で
き
る
）
、
そ
の
他
の
公

的
年
金
制
度
が
六
十
歳
か
ら
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
な
お
、
不
明
の
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
市
役
所
市
民
課
国
民
年
金
係
（
曾

七
－
三
一
二
番
）
ま
で
お
た
づ
ね

く
だ
さ
い
◎
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停
電
の
お
知
ら
せ

　
▽
十
一
月
二
日
　
蕨
平
、
三
ツ
山
、

上
田
原
、
高
場
、
美
女
木
、
軽
沢
、

午
前
九
時
半
～
午
後
零
時
半
　
▽
十

一
月
二
日
　
入
山
　
午
後
一
時
～
午

後
四
時
半
　
▽
十
一
月
十
二
日
　
下

条
本
町
中
央
通
り
、
蟹
沢
、
桑
原
、

中
新
田
、
貝
ノ
川
、
新
保
、
水
口
、

為
永
　
午
前
九
時
～
正
午
　
▽
十
一

月
十
五
日
昭
和
町
一
丁
目
の
一
部
、

袋
町
東
・
西
・
中
の
各
一
部
、
本
町

西
一
丁
目
　
午
前
九
時
半
～
午
後
一

時
▽
十
一
月
十
七
日
北
鐙
坂
（
上

ノ
山
を
除
く
）
、
南
鐙
坂
、
高
島
の

一
部
、
鉢
　
午
後
零
時
半
～
午
後
四

時
▽
十
一
月
二
十
六
日
稲
荷
町

三
の
一
部
　
午
前
八
時
～
正
午
　
▽

十
一
月
二
十
九
日
　
川
原
町
、
水
野

町
、
学
校
町
一
の
各
一
部
　
午
前
九

時
十
五
分
～
午
後
一
時
。

難
難
鑛
懸
織
灘
懸
獲

3
日
　
山

（
文
化
の
日
）

7
日
　
富

14

日
　
庭

斜
日
　
中

23

日
　
大

（
勤
労
感
謝
の
日
）

ロ
医
院
（
袋
町
中
）

　
曾
2
の
2
1
7
4
番
…

田
医
院
（
神
明
町
）

　
曾
2
の
3
2
6
9
番
…

野
医
院
（
神
明
町
v

　
曾
2
の
2
7
1
1
番
…

条
病
院
（
北
原
）

　
曾
7
の
3
0
1
8
番
…

島
医
院
所
原
町
）

　
曾
2
の
2
9
5
7
番
…

28

日
　
至
誠
堂
医
院
（
西
浦
東
）

　
　
　
　
　
曾
2
の
3
2
7
6
番
…

献血車日程
11月11日㊧午後1時～午後3時

滝文工業株式会社若草寮
とき
ところ

11月12日③午後1時～午後3時

関芳織物株式会社関芳会館
とき
ところ

明日といわず今献血しましょう

月

6　　　　　　　　 検3　検4　　　　相育並実離

恥，懸文イ購診聾覚　談児綴

日『　 月月一月＿月、＿旦＿1

事
業
名

期
日

受
付
時
間

会
場

対
象
者

参
集
区
域

備
　
　
考

離
乳
食

実
　
　
習

並
び
に

育
　
　
児

口
目
　
　
　
火
火

ま
丁
　
　
　
　
二
一
員

11

月
6
日

　
（
土
）

午
前
9
時

～
1
0
時

吉
　
　
田

出
張
所

生
後
1
2
カ

月
ま
で
の

も
の

吉
田
地
区

身
体
測
定
後

離
乳
食
の
実
習
を
し

ま
す
。

（
鞭
灘
韓
）

n
月
9
日

　
（
火
）

午
後
1
時

～
2
時

中
　
　
条

公
民
館

中
条
地
区

n
月
1
0
日

　
（
水
）

下
　
　
条

出
張
所

下
条
地
区

n
月
1
6
日

　
（
火
）

十
日
町

公
民
館

51

年
3
月
1

日
～
5
月
31

日
ま
で
に
生

れ
た
も
の

十
日
町
、
川

治
、
六
箇
、
大

井
田
、
新
座

地
区

n
月
n
日

　
（
木
）

午
前
9
時

～
1
0
時

水
　
　
沢

出
張
所

生
後
12
カ

月
ま
で
の

も
の

水
沢
地
区

4
ヵ
月
児

検
　
　
診

11

月
18
日

　
（
木
）

午
後
1
時

～
1
時
半

十
日
町

公
民
館

51

年
7
月

生
ま
れ
の

も
の

全
　
　
域

身
体
測
定

内
科
検
診

育
児
学
級

3
歳
児

検
　
　
診

11

月
2
6
日

　
（
金
）

午
後
1
時

～
2
時
半

十
日
町

公
民
館

48

年
5
月

生
ま
れ
の

も
の

全
　
　
域

3
歳
6
ヵ
月
児
を
対
象

個
人
通
知
が
な
く
と
も

該
当
月
の
方
は
お
い
で

く
だ
さ
い
。

中
条
地
区
公
民
館
で
は
、
来
る
十

一
月
六
日
、
七
日
の
二
日
間
、
同
公

民
館
を
会
場
に
、
中
条
地
域
の
書
、

絵
、
写
真
、
盆
栽
、
菊
、
活
花
な
ど

愛
好
者
の
み
な
さ
ん
が
、
日
頃
余
暇

を
利
用
し
て
励
ま
れ
た
作
品
を
、
地

域
の
多
く
の
方
々
か
ら
観
賞
し
て
も

ら
お
う
と
い
う
こ
と
で
、
作
品
展
を

開
催
し
ま
す
。

　
あ
わ
せ
て
、
立
派
な
足
跡
を
残
さ

れ
た
先
人
の
遺
墨
を
展
示
し
、
そ
の

徳
を
偲
ぶ
「
中
条
の
先
人
遺
墨
展
」

も
行
わ
れ
、
そ
の
人
物
史
も
発
行
さ

れ
ま
す
。

　
ま
た
、
屋
上
を
利
用
し
て
来
館
の

み
な
さ
ん
か
ら
“
も
ち
つ
き
”
を
し

て
も
ら
ヲ
「
お
た
の
七
み
も
ち
つ
き

コ
ー
ナ
ー
」
な
ど
、
盛
り
だ
く
さ
ん

の
計
画
で
み
な
さ
ん
の
お
い
で
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
作
品
展
と
遺
墨
展
は
二
日

間
、
午
前
九
時
よ
り
午
後
五
時
ま
で
、

も
ち
つ
き
コ
ー
ナ
ー
は
七
日
の
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。

○
－

：
と
じ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
：

－
○

　
　
夢翻

　
　
お

　
　
』
』
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戸
籍
謄
抄
本
の
請
求
は

「
使
用
圓
的
」
を
明
ら
か
に

　
来
る
十
二
月
一
日
か
ら
戸
籍
謄
抄

本
の
交
付
請
求
の
方
法
が
改
正
さ
れ

ま
す
。
い
ま
ま
で
は
、
誰
れ
も
が
他

人
の
戸
籍
謄
抄
本
の
交
付
を
簡
単
に

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
今

回
の
改
正
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
制
限

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
戸
籍
を
不
当
に
利
用
し

て
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に

あ
り
ま
す
。

＊
他
人
の
戸
籍
謄
抄
本
を
請
求
す
る

　
場
合

　
請
求
の
事
由
－
何
の
目
的
に
使
用

す
る
の
か
具
体
的
に
理
由
を
示
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
不
当

の
目
的
（
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
i
侵

害
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
）
で
あ
る
と

き
は
請
求
に
応
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

＊
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄
抄
本
（
除
籍

　
謄
抄
本
）
を
請
求
す
る
場
合

　
つ
ぎ
の
場
合
以
外
は
請
求
に
応
じ

ら
れ
ま
せ
ん
。

O
本
人
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
、
直
系

尊
属
（
父
母
、
祖
父
母
な
ど
）
直
系
卑

属
（
子
、
孫
な
ど
）
が
請
求
す
る
場
合
。

○
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
土
地
家
屋

調
査
士
、
税
理
士
、
社
会
保
険
労
務

士
、
弁
理
士
、
海
事
代
理
士
、
行
政

書
士
が
職
務
上
請
求
す
る
場
合
。

O
裁
判
所
そ
の
他
の
官
公
署
に
提
出

す
る
必
要
が
あ
る
場
合
。

O
相
続
関
係
を
証
明
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
。

O
市
長
が
相
当
と
認
め
た
場
合
。

＊
戸
籍
の
閲
覧
は
で
き
な
く
な
り
ま

　
す
。

＊
本
人
と
偽
り
、
う
そ
の
事
由
を
示

し
戸
籍
の
謄
抄
本
の
交
付
を
受
け
た

と
き
は
、
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

石
油
ス
ト
ー
ブ
は
自
動
消

火
装
置
付
の
も
の
を
！

　
降
雪
期
を
迎
え
、
火
気
を
使
用
す

る
機
会
が
多
く
な
り
ま
し
た
が
、
つ

ぎ
の
こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
一
、
移
動
式
石
油
ス
ト
ー
ブ
は
、

自
動
消
火
装
置
付
の
も
の
を
使
用
し

て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
装
置
の
な
い
も
の
は
昭
和
五

十
二
年
四
月
一
日
以
後
は
使
用
で
き

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
二
、
火
の
元
点
検
に
心
が
け
、
火

の
用
心
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
市
で
は
、
本
年
度
の
異
常
気
象
に

伴
う
農
作
物
の
被
害
を
受
け
た
方
で
、

つ
ぎ
の
条
件
を
満
す
場
合
に
限
り
、

本
年
度
の
市
民
税
所
得
割
額
の
う
ち

農
業
所
得
分
に
つ
い
て
減
額
ま
た
は
、

免
除
い
た
し
ま
す
の
で
、
該
当
者
は

十
二
月
十
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

一
、
減
免
条
件

　
ω
農
作
物
の
減
収
に
よ
る
損
失
額

が
農
作
物
の
減
収
額
か
ら
共
済
給
付

合計所得金額 減免割合

120万円以下であるとき 10分の10

160万円　　　〃 〃　8

220万円　　　〃 〃　6

300万円　　　〃 〃　4

300万円をこえるとき 〃　2

金
を
差
引
い
た
金
額
が
平
年
収
入
額

の
十
分
の
三
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
切
前
年
中
（
昭
和
五
十
年
）
の
合

計
所
得
金
額
（
総
所
得
金
額
、
退
職

所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
．
譲

渡
所
得
）
が
四
百
万
円
以
下
で
あ
る

こ
と
。

　
⑲
前
年
中
の
合
計
所
得
金
額
の
う

ち
農
業
所
得
以
外
の
所
得
が
百
六
十

万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
⇒
災
害
を
被
っ
た
日
（
九
月
三
十

日
）
以
後
に
到
来
す
る
納
期
に
係
る

税
額
に
つ
い
て
減
免
す
る
も
の
で
あ

る
o

　
以
上
が
減
免
条
件
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
目
安
と
し
て
は
、
収
量
が
昨

年
の
七
十
鷺
以
下
で
な
け
れ
ば
該
当

い
た
し
ま
せ
ん
。
な
お
、
減
免
割
合

は
上
記
の
と
お
り
で
す
。

二
、
申
請
手
続

　
っ
面
積
、
収
量
及
び
共
済
給
付
金

を
把
握
で
き
る
資
料
、
印
鑑
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

　
司
申
請
書
用
紙
は
、
市
役
所
税
務

課
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　
な
お
、
ご
不
明
の
点
は
、
市
役
所

税
務
課
市
民
税
係
（
曾
七
上
三
一

　
一
番
、
有
放
五
二
五
二
一
番
）
へ
お

　
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。


